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１．入札契約に関する情報公表について
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① 当社の入札に参加していただくためには

当社の入札に参加していただくためには、予め競争参加資格登録が必要です

■競争参加資格登録方法
以下のウェブサイトに掲載しております「競争参加資格審査申請書作成の手引き」
をご覧いただき登録に必要な書類を提出して下さい

※競争参加資格登録は随時受付を行っています

作成の手引き（イメージ）

アドレス：https://contract.c-nexco.co.jp/register/
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① 当社の入札に参加していただくためには

当社が発注する工事においては、工事種別と発注規模毎に入札に参加できる競争参加
資格の等級区分を設けています

※令和8年度・令和9年度のWTO（政府調達協定）基準額は30億2,000万円です

（注意）工事有資格者の数が少数、工事が特別の技術又は高度の施工能力が必要等のときは他の等級を求める場合があります
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① 当社の入札に参加していただくためには

政府調達に関する協定の対象となる工事における一般競争入札において競争参加資
格とする経営事項評価点数の基準は次のとおりです

等級区分を設けた工事種別について、その規模ごとに競争参加資格とする総合点数
（経営事項評定点数と技術評価点数の合計点）の基準は次のとおりです

適用：
2025年4月～

適用：
2025年4月～

交通情報設備工事橋梁補修工事鋼橋上部工工事ＰＣ橋上部工工事舗装工事土木補修工事土木工事工事種別
区分

------１，７００点以上100億円以上

単体 -１，２５０点以上１，３００点以上１，３５０点以上１，３００点以上１，３５０点以上１，５００点以上50億円以上

１，１００点以上１，１５０点以上１，２００点以上１，２００点以上１，２００点以上１，２００点以上１，４００点以上WTO基準額以上

１，１００点以上１，１５０点以上１，２００点以上１，２００点以上１，２００点以上１，２００点以上１，４００点以上JV（甲型の場合）

造園工事電気工事建築工事橋梁補修工事鋼橋上部工工事ＰＣ橋上部工工事舗装工事土木補修工事土木工事工事種別

等級

９５０点以上１，４００点以上１，５５０点以上１，５５０点以上１，３５０点以上１，５００点以上１，２５０点以上１，４００点以上１，９５０点以上Ａ

９４９点以下１，３９９点以下１，５４９点以下１，５４９点以下１，３４９点以下１，４９９点以下１，２４９点以下１，３９９点以下１，９４９点以下
１，６００点以上Ｂ

--------１，５９９点以下Ｃ
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② 発注見通し情報、入札公告等、入札結果等の情報は

発注見通し情報や入札結果情報は、当社ホームページ上で公表を行っております

■発注見通し情報
以下のウェブサイトで発注見通し情報を公表しております（原則年２回）

⇒ 4月公表 ： 当該年度全体 ＋ 翌年度以降で公表可能な案件
⇒ 10月見直し ： 当該年度下半期 ＋ 翌年度以降で公表可能な案件

（ 4月・10月以外に７月・１月に追加・内容見直しを行います。 ）

アドレス：https://contract.c-nexco.co.jp/official/

公表資料（イメージ）

ＮＥＷ



年度 四半期 年度 四半期

〇〇 一般競争 土木工事 〇〇自動車道　〇〇トンネル工事 △△県△△市～▲▲県▲▲市 ▲▲県 約〇カ月 トンネル延長　約〇ｋｍ、切盛土工約〇万㎥ ●● 第●四半期 ●● 第●四半期

●●年度発注見通し公表対象工事一覧表（●●年●月●日時点）
●●年度の中日本高速道路株式会社における工事発注見通しについて、公表します。
なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。
また、発注規模は公表後変更することがあります。

案件概要/
基本契約概要

 公告等予定時期  入札予定時期
工種

基本
契約
付帯

工事名/基本契約名 工事箇所 都道府県 工期/
基本契約工期進行状況 支社等名 入札方式

9

計画的な受注計画を策定して頂くために、発注見通し公表における「発注規模」「進行状況」
「都道府県」を追加して提示しています

発注規模

■発注見通し公表における発注規模等の提示

公表資料（イメージ）

進行状況
公告済、開札済などを表示

都道府県
工事対象の都道府県を表示

3億円以上～10億円未満

発注規模区分/
基本契約全体発注規模区分備考

② 発注見通し情報、入札公告等、入札結果等の情報は
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■工事における中期計画
以下のウェブサイトで工事における中期計画（新設・改築事業、耐震補強事業及び特

定更新事業に係る、次年度より3ヵ年度の事業進捗予定）を公表しております。
アドレス：https://contract.c-nexco.co.jp/construction/

公表資料（イメージ）

＜2021年4月以降実施＞

② 発注見通し情報、入札公告等、入札結果等の情報は
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■入札公告、入札結果等の情報
以下のウェブサイトで入札公告、入札結果、契約情報、評定を公表しております

2020年11月16日以前に入札公告した案件：https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/koukai/do/KF001ShowAction?name1=06E0060006200600

2020年11月17日以降に入札公告した案件：https://contract.c-nexco.co.jp/auction_info/

＜2020年11月16日以降実施＞

（2020年11月16日以前に入札公告した案件） （2020年11月17日以降に入札公告した案件）

② 発注見通し情報、入札公告等、入札結果等の情報は
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■入札公告等の情報

「入札共通説明書」

◎当社の調達手続に共通する事項

・ 【入札方式、契約手続の方法など】を記載

⇒ 同じ入札方式であれば記載内容は変わらな
い（発注案件毎の個別内容の記載はなし）

公告（又は手続開始の公示）の様式を「入札共通説明書」と「入札公告（入札個別説明書）」（又は
「手続開始の公示（個別説明書）」）に変更します。従来の「入札公告」と「入札説明書（技術資料作
成要領）」では、多くの部分で内容の重複がありましたが、重複を無くすことで、見やすさの向上を図りま
す。

＜2025年10月1日以降実施＞

「入札公告（手続開始の公示）」
従来

変更

◎どちらの資料にも工事の個別内容の記載があり、全ての内容を確認する必要が

ありました

「入札説明書（技術資料作成要領）」

「入札公告（入札個別説明書）」

（「手続開始の公示（個別説明書）」）

◎発注案件ごとの事項

・ 【工事概要,求める実績,手続の日程等】を記載

⇒ 発注案件毎の個別内容は入札個別説明書
に記載

② 発注見通し情報、入札公告等、入札結果等の情報は



13

■入札共通説明書と入札公告（入札個別説明書）の記載内容（工事の例）

「入札共通説明書」・・・当社の調達手続に共通する事項 「入札公告（入札個別説明書）」・・・発注案件ごとの事項

※簡易型の例※簡易型の例

発注案件毎の情報は
入札公告（入札個別説明書）に記載

＜2024年10月1日以降実施＞

② 発注見通し情報、入札公告等、入札結果等の情報は
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■入札共通説明書と入札公告（入札個別説明書）の記載内容（工事の例）

入札共通説明書の項目 入札公告（入札個別説明書）の記載

１．調達手続の概要 工事名、契約担当部署、入札方式　等

２．工事概要 工事場所、工事内容　等

３．競争参加資格 資格登録者の工種種別、求める施工実績　等

４．契約締結後に配置する技術者の要件 求める経験　等

５．総合評価に関する事項 評価項目、評価指標　等

６．競争参加資格の確認 提出すべき申請書　等

７．開札 ―

８．入札手続の日程等 設計図書等の交付期間、申請書等の提出期間　等

９．調査・設計業務の成果品の貸与について 貸与の有無、貸与品　等

１０．入札保証金及び契約保証金 ―

１１．落札者の決定方法 ―

１２．入札の無効 ―

１３．手続における交渉の有無 ―

１４．契約書作成の要否 ―

１５．低入札価格調査を受けた者 ―

１６．支払条件 ―

１７．監理技術者とは別の技術者を配置する場合 ―

１８．火災保険付保の要否 ―

１９．特命契約の予定の有無 ―

２０．政府調達の対象案件における苦情申立て ―

２１．その他 ―

＜2024年10月1日以降実施＞

② 発注見通し情報、入札公告等、入札結果等の情報は
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■単価表（明細書）、工事費内訳書（明細書）の提出 ＜2026年4月1日以降実施＞

② 発注見通し情報、入札公告等、入札結果等の情報は

入契法に基づき、すべての工事において、入札者から単価表（明細書）又は工事費内訳書（明細書）
の提出を求め、その内容について当社で確認を行います。なお、提出がなかった場合若しくは金額又
は算出が困難な理由の記載が無い項目がある場合は入札を無効とします。

総価単価契約の様式（例）

https://contract.c-nexco.co.jp/auction_info/search

■詳しくは各工事の入札公告をご確認ください。

ＮＥＷ
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③ 契約関係の規程・要領、共通仕様書の情報は

■規程・要領
アドレス：https://contract.c-nexco.co.jp/point/

契約関係の規程・要領、共通仕様書は、当社のウェブサイトで公表しています。
共通仕様書に規定する提出書類の様式は当社のウェブサイトより入手することができます。

■共通仕様書
アドレス：https://contract.c-nexco.co.jp/point/specifications/

規程（イメージ）



17

２．工事の入札契約制度
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① 工事の契約手続き方法の概要

入札手続きの種類

■工事における入札手続きの種類と落札者の決定方法

落札者の決定方法

指名競争入札 価格競争

一般競争入札
価格競争＋技術力競争

（総合評価方式）

※設計金額（契約見込み額）が「400万円以上」のすべての工事
（特別な理由がある場合は除く）
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②－１ 総合評価方式の概要

■ タイプ選定フロー

高度な施工技術を必要とする工事か？

施工の条件や環境、工程等における技
術的工夫の余地が大きい工事において、
技術提案を求めることが有利と認められ
る工事か？

総合評価方式の適用が可能か？

施工技術競争型総合評価方式
価格評価点 ： 技術評価点 ＝ ５ ： ５

総合評価方式（技術提案評価型）
価格評価点 ： 技術評価点 ＝ ５ ： ２

総合評価方式（簡易型）
価格評価点 ： 技術評価点 ＝ ５ ： １

ＮＯ

ＹＥＳ

「総合評価方式」とは、入札価格が契約制限価格の範囲内にあり、価
格評価と技術評価とを総合的に判断して、落札者を決定する方式です

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

P19へ

P20へ

P21へ

※技術開発の進展が著しい分野や工事目的物等に関して経済的かつ合理的な固有の技術がある分野などの
工事では、「設計・施工一括発注方式」を選定する場合があります（P24～P26）
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本方式は、高度な施工技術を必要とする工事であって、品質管理体
制、安全管理体制、工程計画などに工夫を要する工事において、設計
図書に参考として示した図面及び仕様書に対する品質や安全、工期な
どの技術提案を競争参加希望者に求め、価格と提出された技術提案
内容とを総合的に評価し、評価の最も高い者を落札者と決定する方式
です

本方式では、品質を重視するため技術評価点が50／100点以上の
者を入札参加者として選定します

入
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所要日数78～95日以上

【手続きの流れ】

契
約
締
結

②－２ 総合評価方式のタイプ別概要

■施工技術競争型総合評価方式
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②－２ 総合評価方式のタイプ別概要

本方式は、技術的工夫の余地が大きい工事の施工方法（仮設備計
画及び工事中における安全対策）等について、設計図書で指定する範
囲内での創意工夫に関する技術提案を競争参加希望者に求め、価格
と提出された技術提案内容とを総合的に評価し、評価の最も高い者を
落札者として決定する方式です

入
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・技
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の
提
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入
札
書
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、
技
術
提
案
書
の

審
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所要日数70～78日以上

【手続きの流れ】

契
約
締
結

■総合評価方式（技術提案評価型）
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②－２ 総合評価方式のタイプ別概要

■総合評価方式（簡易型）
本方式は、技術的工夫の余地が少ないなど一般的な工事において、

簡易な評価項目に関する技術資料（過去の工事成績や表彰の有無、
施工計画など）の提出を競争参加希望者に求め、価格と提出された技
術資料とを総合的に評価し、評価の最も高い者を落札者と決定する方
式です

入

札

公

告

申
請
書
・技
術
評
価

資
料
の
提
出

入
札
書
の
提
出

入

札

（総
合
評
価
）

競
争
参
加
資
格
の
確

認
、
技
術
評
価
資
料

の
審
査

所要日数45～78日以上

【手続きの流れ】

契
約
締
結



■施工技術競争型、技術提案評価型、簡易型で共通の評価式
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総合評価点 ＝ 価格評価点（100点）×0.5 ＋ 技術評価点（100点）×（0.1～0.5）
※ 総合評価点は「加算方式」で算出

【価格評価点の算出方法】
0 （0≦P＜0.5L）

((P/L×100)-50)/(X/L-0.5) （0.5L≦P＜S）
100-200×（P/L-X/L） （S≦P≦1.0L）

ここに、 P ： 入札書に記載の価格（入札価格）
L ： 契約制限価格
X ： 調査基準価格以上の最低入札価格
【注：契約制限価格を超える者は対象とし
ない】
S ： 調査基準価格

ただし、すべての入札価格が調査基準価格を下回
る場合はX/LをS/Lとする。

《 凡 例 》

※施工技術競争型による例示

・技術評価点

・価格評価点

入札率（％）100％

総合評価点数

50点
（価格評価満点）

0点

100点
（施工技術競争型の満点）

簡
易
型

技
術
提
案
評
価
型

技術評価点
20点

技術評価点

50点

【 概 念 図 】

50％

落札

C社 B社A社

入札率50%未満の場合、
価格評価点は0点

技術評価点
10点

価格評価点
50点

価格評価点は、

調査基準価格以上の最低

入札者が満点

70点
（技術提案評価型の満点）

60点
（簡易型の満点）

調査基準価格
0％

施
工
技
術
競
争
型

25点

②－２ 総合評価方式のタイプ別概要
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②－２ 総合評価方式のタイプ別概要

本方式は、技術提案に基づく詳細設計と施工を一括して発注する方
式です

落札者の決定方法は、施工の標準案を示さずに工事目的物、施工
方法及び仮設備計画等（設計図書で指定する範囲）に関する技術提
案を求め、競争参加希望者から提出された価格と技術提案内容とを総
合的に評価し、評価の最も高い者を落札者として決定します

本方式では、品質を重視するため技術評価点が50／100点以上の
者を入札参加者として選定します

なお、落札者とは、技術提案に基づく詳細設計完了後、速やかに共
通仕様書又は特記仕様書に規定する単価項目を設定のうえ、契約変
更を行います

■設計・施工一括発注方式
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②－２ 総合評価方式のタイプ別概要

詳

細

設

計

変
更
契
約
締
結

施

工

Ａ

入

札

公

告

申
請
書
・技
術
提
案

書
及
び
入
札
書
の
提

出 技
術
評
価
点
50
点
以

上
の
者
を
入
札
参
加

者
と
し
て
選
定

開

札

（総
合
評
価
）

技
術
提
案
の

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

競
争
参
加
資
格
の
確

認
、
技
術
提
案
書
の

審
査

所要日数68～95日以上

契
約
締
結

Ａ

【手続きの流れ】

■設計・施工一括発注方式
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総合評価点 ＝ 価格評価点（100点）×0.5 ＋ 技術評価点（100点）×0.5
※ 総合評価点は「加算方式」で算出

【価格評価点の算出方法】
100－200×（P/L－X/L）
ここに、P：入札書に記載の価格（入札価格）

L：契約制限価格
X：最低入札価格

0％

100点

50点
（価格評価満点）

100％ 入札率（％）

0点

総合評価点数

技術評価点

50点

Ｘ／Ｌ

価格評価点
50点

価格評価点は、
最低入札者が満点

《 凡 例 》

・技術評価点

・価格評価点

A社

落札

B社

【 概 念 図 】

25点

価格評価点に技術評価点を加えた総合評価点の最も高いＡ社が落札者となる。

■設計・施工一括発注方式

②－２ 総合評価方式のタイプ別概要
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②－３ 総合評価方式の技術提案に係る負担軽減

過度なコスト負担を要する技術提案と判断したものについては、「不採用」とし、入札前に事
前通知を行います

「不採用」を通知した技術提案は、受注者には当該提案についての履行義務はありません

提出された資料の審査により、「不採用」ではなく「不適格」となり、当該工事において入札参
加できない場合があります
各工事の入札公告等に「技術提案を求める際の留意点」を明記しておりますのでご確認くだ
さい
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③ 多様な工事に対応する入札方式（その１）

※ 入札価格で契約することが不合理と認められる場合は、協議相手を選定しないこともあります

全
て
の
入
札
参
加
者
の

入
札
価
格
が
契
約
制
限

価
格
を
上
回
っ
た
場
合

確
認
協
議
の
相
手
方

を
選
定 契

約
締
結

確
認
協
議

【手続きの流れ】

施
工
確
認
（確
認
協
議

結
果
と
現
場
等
と
の

差
異
を
確
認
）

■見積協議方式

全ての入札参加者の入札価格が契約制限価格を上回った場合には見積協議方式
に移行する方式です
総合評価点の最も高い者又は最低入札価格提示者などの特定の１者を協議相手

として選定※し、協議を行った上で相手の入札価格で契約を締結した後、施工確認を
行い、差異のあった項目について契約変更を実施します

施
工
確
認
結
果
に
基

づ
く
契
約
価
格
の
見
直

し

工
事
完
了

契約手続き 工事期間

対象工事：全ての工事

＜2019年7月以降に手続を開始する工事から適用＞
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③ 多様な工事に対応する入札方式（その２）

指名通知とあわせ、公募による競争参加者の募集を行います

■公募併用型指名競争入札

指
名
通
知

非
指
名
業
者
の
応
募
申
請
期
限

入
札
書
提
出
期
限公

募

開
札

競
争
参
加
資
格
確
認

（※

）

契
約
締
結

【手続きの流れ】

＜2019年7月以降に指名（公募）する工事から適用＞

※ 落札予定者となった者のみ、競争参加資格を確認します

対象工事：技術的難易度が低く、技術提案の余地が小さい工事



※１ 調査業務・設計業務が完了後、速やかに工事目的別に対応した契約単価項目（新単価）を設定します 30

③ 多様な工事に対応する入札方式（その３）

当社と災害応援協定を締結した企業を優先的に指名し、見積協議を実施する方式です
本方式を適用した工事の受注者に対して、一般競争入札の総合評価方式（簡易型）を適用する

全ての工事（政府調達に関する協定の対象工事を除く）の技術評価点で評価することとしています
また、令和5・6年度 競争参加資格審査から、当該工事について、その内容に係らず「技術的難

易度係数※」を最大値で設定します※工事成績評定における「工事の特性」の点数に応じて付与する係数
《技術評価点数の算出方法》
点数＝{Σ（（〔成績評定〕-65）×〔技術的難易度係数※2〕×〔技術提案工事係数〕×〔部局係数〕×〔調整係数〕×〔工事規模〕）}0.301×α

指
名
通
知

現
場
説
明
会

契
約
締
結

見
積
合
せ

工
事
変
更
指
示
・

新
単
価
協
議
（※

１
）

■防災型発注方式

調
査
業
務
・

設
計
業
務

工
事
実
施

契
約
変
更

工
事
完
了

【手続きの流れ】

契約手続き 工事期間

対象工事：道路管理者として臨機の対応を迫られる工事

＜2019年7月以降に入札公告する工事から適用＞

技術的
難易度係数※2工事特性

2.05.1点～6.8点

1.84.1点～5.0点

1.63.1点～4.0点

1.42.1点～3.0点

1.21.1点～2.0点

1.01.0点

請負工事成績評定要領（平成24年3月27
日・中高環第14号）に基づき評定した工事

※2「技術的難易度係数」を最大値で設定
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③ 多様な工事に対応する入札方式（その４）

※１ 建設コンサルタント会社と工事会社とで構成する「設計工事共同企業体」での競争入札参加も可能
※２ 契約制限価格は設定しない（参考工事規模を競争参加者に提示）
※３ 当初契約金額を上限とする（条件変更が生じた場合はこの限りでない）

競争入札参加者から各社が保有する施工省力化に資する技術提案を積極的に求
め、入札価格と技術提案の総合評価により契約の相手方を決定する方式です

総
合
評
価
方
式
（施

工
技
術
競
争
型
ま
た

は
技
術
提
案
評
価
型
）

に
よ
る
手
続
き
（※

１

、※

２
） 詳

細
設
計

■施工省力化技術導入総合評価方式

契
約
締
結

新
単
価
協
議
（※

３
）

契
約
変
更

工
事
実
施

【手続きの流れ】※初回個別契約・基本契約締結時

契約手続き 工事期間

対象工事：高速道路リニューアルプロジェクトの「詳細設計を含む床版取替工事」

＜2020年4月以降に入札公告する工事から適用＞

工
事
完
了



※1 最大は5年間ですが、案件毎に年数は異なります
※2 初回個別契約は、詳細設計付き、標準補修概略図による発注（参考図として、補修方法や補修期限

等を記載した橋梁一覧表、損傷状況のわかる写真・展開図等を添付） 32

③ 多様な工事に対応する入札方式（その５）

鋼橋の小規模な補修工事について、最大５年間※1の基本契約とこれに基づく個別
契約により実施していただく方式です。 ２回目以降の個別契約は、受注者の実施予
定計画に基づき実施します

総
合
評
価
方
式
（簡
易
型

）に
よ
る
手
続
き
（※

２
）

■鋼橋小補修工事における基本契約方式「Me守り契約方式」

【手続きの流れ】※初回個別契約・基本契約締結時

契約手続き 工事期間

対象工事：鋼橋における難易度の低い小規模な補修・補強を繰り返し行う工事

＜2021年4月以降に入札公告する工事から適用＞

み まも

基
本
契
約
・初
回
の

個
別
契
約
締
結

工
事
変
更
指
示
・契
約
変

更
（必
要
に
応
じ
て
）

年
度
実
施
予
定
計
画
書

の
提
出

詳
細
設
計

工
事
実
施

初
回
の
個
別
契
約
に
係
る

工
事
完
了

２
回
目
以
降
の

個
別
契
約
締
結

２
回
目
以
降
の
個
別
契

約
に
係
る
工
事
完
了

工
事
実
施
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④ 低入札価格調査制度の概要

調査基準価格とは、工事価格対象額算出の基礎となった下記①～④の合計額

① 直接工事費の額に「 10分の9.7 」を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に「 10分の9.0 」を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に「 10分の9.0 」を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に「 10分の6.8 」を乗じて得た額

ただし、その額が、工事価格対象額に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10 
分の9.2を乗じて得た額とし、工事価格対象額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあ
っては10分の7.5を乗じて得た額

■低入札に係る調査基準価格

当社は「低入札の調査基準価格」を設定し、入札価格によって失格又は低入札価
格調査等を行います

＜2022年7月以降に入札公告等する工事から適用＞
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④ 低入札価格調査制度の概要

■重点調査価格を下回る場合の失格基準
重点調査価格とは、工事価格対象額に「10分の7.5」を乗じて得た額
入札額が重点調査価格を下回った場合の低入札価格調査において、下記のいずれかに該当す
る場合は落札者としない

① 期限までに誓約書及び一般管理費等設定理由書並びに調査に係る資料又は同資料の一部
分が提出されない場合

② 入札金額に計上する直接工事費の額が、当社設計額の直接工事費の50％未満
③ 入札金額に計上する共通仮設費の額が、当社設計額の共通仮設費の45％未満
④ 入札金額に計上する現場管理費の額が、当社設計額の現場管理費の45％未満
⑤ 入札金額に計上する一般管理費等の額が当社設計額の一般管理費等と比較して低い場合

は、その設定理由が妥当と認められない場合
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⑤ 主な入札不調対策（その１）

競争参加資格登録者に対して、入札公告がウェブサイトに掲載されたことを個
別に通知（お知らせ）することを一部の工事で試行しております

試行対象工事

（１）当社が発注する工事の中で工種又は規模が特異で絶対数が少ない工事で、当該
工事に対応する会社への周知に限界がある場合

（２）工種又は規模を勘案したうえで、地理的条件を付すべき地域密着型の工事

（３）入札不調が頻発している工事

■入札公告開始の通知（お知らせ）
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⑤ 主な入札不調対策（その２）

従前、入札契約手続きを実施する工事の発注案件の設計成果品については、
当該工事を所掌する工事事務所又は保全・サービスセンターに出向き閲覧する
こととしておりましたが、当該工事の図書交付資料に同封しております「設計成果
品借用申込書兼誓約書」を提出していただくことにより、電子媒体（ＣＤ-Ｒ又はＤ
ＶＤ-Ｒ）で無償貸与を受けることができるようになりました

■設計成果品の電子媒体による貸与

◆電子媒体の貸与から返却までの流れ

入
札
契
約
手
続
の
開
始

（入
札
公
告
・指
名
通
知
）

誓
約
書
へ
の
記
載
・
提
出

手交
又は
郵送 誓

約
書
の
受
領

電
子
媒
体
の
送
付

電
子
媒
体
の
受
領

電
子
媒
体
の
返
却

郵送

※ 開札後
１週間
以内

手交
又は
郵送
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３．調査等の入札契約制度
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① 調査等の契約手続き方法の概要

入札手続きの種類

■調査等における入札手続きの種類と落札者の決定方法

落札者の決定方法

指名競争入札 価格競争

一般競争入札
価格競争＋技術力競争

（総合評価方式）

※設計金額（契約見込み額）が「400万円以上」のすべての調査等
（特別な理由がある場合は除く）

見積競争入札 企画競争（プロポーザル）
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① 調査等の契約手続き方法の概要

■手続き方法の種類

技術力競争価格＋技術力競争価格競争

プロポーザル総合評価方式価格競争

公募型プロポーザル公募型競争入札公募型競争入札
WTO基準額
（45万SDR※）

簡易公募型プロポーザル

簡易公募型競争入札

簡易公募型競争入札

400万円

標準プロポーザル指名競争入札

（参考）令和8年度・令和9年度の45万SDR邦貨換算額では9,000万円です

※400万円以上で競争に付す業務は、年度発注見通しの公表対象です

ＮＥＷ

＜2026年4月以降に入札公告する調査等から適用＞
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① 調査等の契約手続き方法の概要

高

必
要

と
さ

れ
る

知
識

必要とされる構想力・応用力

価格競争

総合評価

プロポーザル
総合評価型

若手技術者育成型

※技術提案と企業・技術者能力を総合的に評価

※若手技術者の配置と企業の支援体制、技術的な特性に係る提案を評価

■手続き方法の種類

高

＜2025年10月以降に入札公告する調査等から適用＞
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① 調査等の契約手続き方法の概要

方式の概要区分
契約
方式

競争参加者を公募した後、公募した者の中から１０者程度を指名し、価格競争により落
札者を決定する方式
※WTO政府調達協定に基づく

公募型競争
価
格
競
争

競争参加者を公募した後、公募した者の中から１０者程度を指名し、価格競争により落
札者を決定する方式

簡易公募型競争

有資格者の中から１０者程度を指名し、価格競争により落札者を決定する方式指名競争

競争参加者を公募した後、公募者の中から不適格者を除いて指名し、価格と技術力と
を総合的に評価し、評価の最も高い者を落札者として決定する方式
※WTO政府調達協定に基づく

公募型競争総
合
評
価 競争参加者を公募した後、公募者の中から不適格者を除いて指名し、価格と技術力と

を総合的に評価し、評価の最も高い者を落札者として決定する方式
簡易公募型競争

技術提案書の提出者を公募した後、３～５者程度選定し、その後さらに見積り者を１者
に特定して契約を締結する方式
※WTO政府調達協定に基づく

公募型

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

（総合評価型の場合）技術提案書の提出者を公募した後、３～５者程度選定し、その
後さらに見積り者を１者に特定して契約を締結する方式

簡易公募型
（若手技術者育成型の場合）技術提案書の提出者を公募した後、参加表明書と同時
に技術提案書の提出を求め、見積り者を１者に特定して契約を締結する方式
有資格者の中から指名基準により３～５者程度を選定し、その後さらに見積り者を１者
に特定して契約を締結する方式

標準

（参考） 令和８年度・令和９年度の45万SDR邦貨換算額では9,000万円です

■手続き方法の概要 ※公募は当社ウェブサイトで行います。P11をご参照下さい
（WTO政府調達協定に基づく案件は官報にも公示）

ＮＥＷ
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① 調査等の契約手続き方法の概要

■対象業務の標準例 ＜2025年10月以降に入札公告する調査等から適用＞
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① 調査等の契約手続き方法の概要

■対象業務の標準例 ＜2025年10月以降に入札公告する調査等から適用＞
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② 総合評価方式の概要

■総合評価点の算出方法

本方式は、競争参加希望者から企業の業務実績及び配置予定技術者
の資格・経験等を記載した書類の提出を求め、価格及び技術的な要素を
総合的に評価して、評価の最も高い者を落札者として決定する方式です

（１）総合評価点：技術評価点（ 500 点）＋ 価格評価点（100 点）
（２）技術評価点：500×（技術評価項目の得点の合計点／技術評価項目の配点の合計点
（３）価格評価点：100-100×（Ｐ/Ｌ-Ｘ/Ｌ）

ここに、Ｐ：入札書に記載の価格（入札価格）

Ｌ：契約制限価格
Ｘ：最低入札価格
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③プロポーザル方式（若手技術者育成型）の概要

手
続
開
始
の
公
示

参
加
表
明
書
・
技
術

提
案
書
の
提
出

特
定
者
へ
の
通
知
・

設
計
図
書
の
送
付

見
積
合
せ

見
積
者
の
特
定

【手続きの流れ】

契
約
締
結

従前実施していた「若手育成型プロポーザル方式」を「簡易公募型プロポーザル
方式（若手技術者育成型）」に改めました。

調査等業務に広く適用し、担い手の中長期的な育成・確保のため、若手技術者
の配置を促す取組を実施します。

本方式では参加表明書と同時に技術提案書の提出を求め、技術審査の評価
項目として、若手技術者（手続開始の公示の年月日において満４0歳未満の技術
者）の配置と企業の支援体制、対象業務の技術的な特性に係る提案を求めます。

＜2025年10月以降に入札公告する調査等から適用＞



46

④ 調査等業務における品質確保

調査等業務の品質確保の観点から、入札価格が当社の設定する調査基準価格
を下回った場合、契約締結前に入札価格の内容を確認します（低入札価格調査）

■調査の実施基準

④③②①業務区分

諸経費の額に10分の5.0
を乗じて得た額

直接費
（1） 測量業務

諸経費の額に10分の6を乗
じて得た額

技術料等経費の額に10分
の6を乗じて得た額

特別経費の額直接人件費の額
（2） 建築設計

一般管理費等の額に10分
の5.0を乗じて得た額

その他原価の額に10の9
を乗じて得た額

技術業務直接経費の額技術業務直接人件費
の額

（3） 設計業務

諸経費の額に10分の5.0を
乗じて得た額

技術料等経費の額に10分
の8を乗じて得た額

間接調査費の額に10分の
9を乗じて得た額

直接調査費の額
（4） 土質地質調査等

一般管理費等の額に10分
の5.0を乗じて得た額

その他原価の額に10の9
を乗じて得た額

直接経費の額直接人件費の額（5） 補償関係
コンサルタント業務

調査基準価格は、次の表に掲げる業種区分ごとに、同表①から④までに示す額の合計額とする
なお、複数業種を混合する調査等にあっては、各々に示す額の合計金額とします

■調査の内容
（１） 当該価格で適切な業務を実施可能な理由

（２） 業務実施体制 など

＜調査基準価格の計算式を見直し（2024年7月以降に入札公告等を行う案件）＞
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４．基本契約方式
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① 基本契約方式の概要

◆手続きの流れ② [一部の施設工事（機器製作を含む工事）を対象］

入

札

公

告

入
札
又
は
見
積
合
せ

初
回
の
個
別
契
約
の

し
ゅ
ん
功
又
は
完
了

二
回
目
の
個
別
契
約

の
見
積
方
通
知

基
本
契
約
及
び
初
回

の
個
別
契
約
の
締
結

初
回
の
個
別
契
約
の

履
行

◆手続きの流れ① [施工（調査等）管理業務など反復実施される工事又は業務を対象]

基本契約方式には、工事又は業務の特性に応じて①当初契約時に基本契約を締結する方
式と、②工事のしゅん功後に基本契約を締結する方式の２種類あります

二
回
目
の
個
別
契
約

の
見
積
合
せ

二
回
目
の
個
別
契
約

の
締
結

二
回
目
の
個
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約

の
履
行

二
回
目
の
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約
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又
は
完

了

入

札
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告

入
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知
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約
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締
結

契
約
の
履
行

初
回
の
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別
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約
の
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積
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せ

初
回
の
個
別
契
約
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結

初
回
の
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は
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基
本
契
約
の
締
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基
本
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約
に
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め
る

内
容
の
事
象
が
発
生

※ 個別契約毎に実施する。

※ 個別契約毎に実施する。
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① 基本契約方式の概要

当初契約時に、あらかじめ設計図書に明示した工事又は業務全体について当社と継続的に
契約することを前提として、①工事又は業務の基本的な事項に関する契約（基本契約）を締
結し、②基本契約に基づいて個々の工事又は業務の契約（個別契約）を締結する方式です

⇒ 施工管理業務などに適用中

≪基本契約書≫
業務に関する基本的な事項を規定

◇信義誠実の原則 ◇継続的に契約を締結
◇支払条件 ◇秘密保持
◇契約解除条項 など

○○発注書・請書
基本契約に基づき締結
契約金額
履行期間
業務内容
特記仕様書
特約条項 等々

△△発注書・請書
基本契約に基づき締結
契約金額
履行期間
業務内容
特記仕様書
特約条項 等々

□□発注書・請書
基本契約に基づき締結
契約金額
履行期間
業務内容
特記仕様書
特約条項 等々

①受発注者で基本契約を
締結する

②基本契約に基づいて、
個別契約を締結する

基本契約方式のイメージ

■当初契約時に基本契約を締結する方式
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① 基本契約方式の概要

工事のしゅん功後に受注者と機器の改造に関して当社と継続的に契約することを前提として
、①工事の基本的な事項に関する契約（基本契約）を締結し、②基本契約に基づいて個々の
改造工事の契約（個別契約）を締結する方式です

⇒ 機器製作を含む施設工事などに適用中
⇒ 当方式の適用の有無は、入札公告または指名通知等に記載しています

≪基本契約書≫
業務に関する基本的な事項を規定

◇信義誠実の原則 ◇継続的に契約を締結
◇支払条件 ◇秘密保持
◇契約解除条項 など

○○発注書・請書
基本契約に基づき締結
契約金額
履行期間
業務内容
特記仕様書
特約条項 等々

△△発注書・請書
基本契約に基づき締結
契約金額
履行期間
業務内容
特記仕様書
特約条項 等々

□□発注書・請書
基本契約に基づき締結
契約金額
履行期間
業務内容
特記仕様書
特約条項 等々

①受発注者で基本契約を
締結する

②基本契約に基づいて、
個別契約を締結する

基本契約方式のイメージ

■工事のしゅん功後に基本契約を締結する方式
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５．その他
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① 談合情報等の通報窓口

■公益通報窓口
社内秩序や規律の維持及び不祥事の未然防止を図る観点から、関係する通報・
相談の受付を行うための連絡先

１）名 称：中日本高速道路㈱ 公益通報窓口（コンプラホットライン）

２）連絡先
（郵送の場合） 〒460-0003 名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル

『中日本高速道路株式会社 コンプラホットライン』宛
（電子メールの場合）アドレス：compliance@c-nexco.co.jp

当社の入札契約が、法令・社会規範の遵守など公正・透明な手続きに
より実施されるため、入札談合等不正行為の事実があったときに通報・相
談をする連絡先（窓口）を開設しております

通報・相談に係る情報は厳重に管理するとともに、通報したことを理由と
して通報した方に不利益な取扱いを行う事はありません
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① 談合情報等の通報窓口

■調達適正化推進室
契約手続の透明性の確保及び監視機能の強化を図るため、入札及び契約に係る
談合等不正行為の疑義事案等に関する調査を担当する部署

１）名 称：中日本高速道路㈱調達適正化推進室

２）連絡先
（郵送の場合） 〒460-0003 名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル

『中日本高速道路株式会社 調達適正化推進室』宛
（電子メールの場合）アドレス：suishinshitsu@c-nexco.co.jp


